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議案第  ２  号  

 

 

   専決処分の承認を求めることについて  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求める。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種体制の確保及びワ

クチン接種に係る費用について早急な対応が必要であることか

ら、令和３年１月１４日付けで令和２年度流山市一般会計補正

予算（第１３号）について、専決処分をしたので、その承認を

求めるためである。  



専  決  処  分  書  

 

 令和２年度流山市一般会計補正予算（第１３号）について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別冊の

とおり専決処分する。  

  令和３年１月１４日  

流山市長   井  崎  義  治    



議案第  ４  号  

 

 

   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について  

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  職員の派遣が行える団体から独立行政法人都市再生機構を除

き、新たに千葉県市長会を加えるためである。  



   公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

例  

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年流山市条例

第３６号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第１項第３号を次のように改める。  

（３）千葉県市長会  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 



議案第  ５  号  

 

 

   流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  学校運営協議会の委員の報酬を定め、監査委員の報酬額を改

定するためである。  

  



   流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例  

 流山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（平成１４年流山市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 別表第１監査委員の項中「１００，０００円」を「１３０，０００

円」に、「５０，５００円」を「６１，０００円」に改める。  

 別表第２学校事故調査委員会委員の項の次に次のように加える。  

学校運営協議会委員  日額  ２，２００円  

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 



議案第  ６  号  

 

 

   流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定について  

 流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  パートタイム会計年度任用職員の週休日における時間外勤務

に係る報酬の支給について、正規職員と同様の割合で支給する

ため及び報酬の端数処理に関する規定を整理するためである。  

  



   流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例  

 流山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

流山市条例第８号）の一部を次のように改正する。  

 第１７条第２項を次のように改める。  

２  時間外勤務に係る報酬の額は、勤務１時間につき、第２３条に規定

する勤務１時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次の各号に

掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合（その勤務が午後  

１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、その割合に１００

分の２５を加算した割合）を乗じて得た額とする。  

（１）正規の勤務時間が割り振られた日（次条の規定により正規の勤務

時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る

報酬が支給されることとなる日を除く。 ) における勤務  １００分

の１２５（正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間と

その勤務をした日における正規の勤務時間との合計が７時間４５分

に達するまでにおいては、１００分の１００）  

（２）前号に 掲 げる勤務以外 の 勤務で次号に 掲 げる勤務以外 の 勤務  

１００分の１３５  

（３）第１号に掲げる勤務以外の勤務で１月１日から同月３日まで及び

１２月２９日から同月３１日までの間における勤務  １００分の  

１５０  

 第２０条第１項を削り、同条第２項を同条とする。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の流山市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、令和２年４

月１日から適用する。  

 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


議案第  ７  号  

 

 

   流山市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７

年法律第５３号）の一部改正により、同法第１２条第１項の建

築物エネルギー消費性能適合性判定の対象となる範囲が拡大さ

れたことに合わせ、適合性判定の審査等に係る手数料を見直す

ほか、所要の改正を行うためである。  



流山市手数料条例の一部を改正する条例  

 流山市手数料条例（平成１２年流山市条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。  

 別表第１１の１の項中  

「  

床面積が３００平方メートルを

超え、２，０００平方メートル

以内のもの  

１件につき２９，０００円  

」  

を  

「  

床面積が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メートル

以内のもの  

１件につき１７，０００円  

床面積が１，０００平方メート

ルを超え、２，０００平方メー

トル以内のもの  

１件につき２９，０００円  

 」  

に、  

「   

床面積が３００平方メートルを

超え、２，０００平方メートル

以内のもの  

１件につき１５８，０００円  

 」  

を  

「  

床面積が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メートル

以内のもの  

１件につき１２０，０００円  

床面積が１，０００平方メート

ルを超え、２，０００平方メー

トル以内のもの  

１件につき１５８，０００円  

 」  



 に、「２６１，０００円」を「２４６，０００円」に、  

「  

床面積が３００平方メートルを

超え、２，０００平方メートル

以内のもの  

１件につき４１６，０００円  

 」  

を  

「   

床面積が３００平方メートルを

超え、１，０００平方メートル

以内のもの  

１件につき３０８，０００円  

床面積が１，０００平方メート

ルを超え、２，０００平方メー

トル以内のもの  

１件につき３９８，０００円  

 」  

に、「５９２，０００円」を「５６９，０００円」に、「７１９，０００

円」を「７００，０００円」に、「８５５，０００円」を「８２８，０００

円」に、「９７７，０００円」を「９４５，０００円」に改め、同表摘

要１第２号中カをキとし、オをカとし、エをオとし、ウをエとし、同号

イ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メートル」に改め、同

号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。  

 イ  ３００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以下の場   

  合  １７，０００円  

別表第１１摘要１第３号中カをキとし、オをカとし、エをオとし、ウ

をエとし、同号イ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メート

ル」に改め、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。  

 イ  ３００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以下の場   

  合  １４９，０００円  

別表第１１摘要１第４号中カをキとし、オをカとし、エをオとし、ウ

をエとし、同号イ中「３００平方メートル」を「１，０００平方メート

ル」に改め、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。  

 イ  ３００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以下の場   

  合  １７，０００円  



別表第１１摘要１第５号ア中「２６０，０００円」を「２４６，０００

円」に改め、同号カ中「９７６，０００円」を「９４５，０００円」に

改 め 、 同 号 カ を 同 号 キ と し 、 同 号 オ 中 「 ８ ５ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 を

「 ８ ２ ８ ， ０ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 号 オ を 同 号 カ と し 、 同 号 エ 中

「７１８，０００円」を「７００，０００円」に改め、同号エを同号オ

とし、同号ウ中「５９２，０００円」を「５６８，０００円」に改め、

同号ウを同号エとし、同号イ中「３００平方メートル」を「１，０００

平方メートル」に、「４１５，０００円」を「３９８，０００円」に改

め、同号イを同号ウとし、同号アの次に次のように加える。  

  イ  ３００平方メートルを超え、１，０００平方メートル以下の場   

   合  ３０８，０００円（省令第１０条第１号イ（２）及びロ（２）

による場合  １１９，０００円）  

 別表第１３の１の項中「第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、

「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に、  

「  

床面積が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満  

１件につき２９，０００円  

」  

を  

「  

床面積が３００平方メートル以

上１，０００平方メートル未満  

１件につき１７，０００円  

床面積が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メートル

未満  

１件につき２９，０００円  

」  

に、  

「  

床面積が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満  

１件につき１５８，０００円  

」  

を  



「  

床面積が３００平方メートル以

上１，０００平方メートル未満  

１件につき１２０，０００円  

床面積が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メートル

未満  

１件につき１５８，０００円  

」  

に、  

「  

床面積が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満  

１件につき３９８，０００円  

」  

を  

「  

床面積が３００平方メートル以

上１，０００平方メートル未満  

１件につき３０８，０００円  

床面積が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メートル

未満  

１件につき３９８，０００円  

」  

に改め、同表の２の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に改

め、同表の３の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に、  

「  

床面積が３００平方メートル以

上２，０００平方メートル未満  

１件につき２９，０００円  

」  

を  

「  

床面積が３００平方メートル以

上１，０００平方メートル未満  

１件につき１７，０００円  

床面積が１，０００平方メート

ル以上２，０００平方メートル

１件につき２９，０００円  



未満  

」  

に、  

「  

非住宅部分の床面積が３００平

方メートル以上２，０００平方

メートル未満  

１件につき１５８，０００円  

」  

を  

「  

非住宅部分の床面積が３００平

方メートル以上１，０００平方

メートル未満  

１件につき１２０，０００円  

非住宅部分の床面積が１，０００

平方メートル以上２，０００平

方メートル未満  

１件につき１５８，０００円  

」  

に、  

「  

非住宅部分の床面積が３００平

方メートル以上２，０００平方

メートル未満  

１件につき３９８，０００円  

」  

を  

「  

非住宅部分の床面積が３００平

方メートル以上１，０００平方

メートル未満  

１件につき３０８，０００円  

非住宅部分の床面積が１，０００

平方メートル以上２，０００平

方メートル未満  

１件につき３９８，０００円  

」  



に改め、同表の４の項を次のように改める。  

４  建

築物

のエ

ネル

ギー

消費

性能

の向

上に

関す

る法

律第

１２

条第

１項

又は

第１３

条第

２項

の規

定に

よる

建築

物エ

ネル

ギー

消費

性能

適合

性判

定の

工場等

（非住

宅建築

物（複

合建築

物にお

いては

非住宅

部分に

限る。）

の全部

を工場、

倉庫、

危険物

の貯蔵

若しく

は処理

に供す

るもの、

水産物

の増殖

場若し

くは養

殖場、

卸売市

場、火

葬場又

はと畜

場、汚

物処理

場、ご

省令

第１

条第

１項

第１

号ロ

によ

るも

の  

床面積が３００平方メ

ートル以上１，０００

平方メートル未満  

１件につき２８，０００円  

床面積が１，０００平

方メートル以上２，０００

平方メートル未満  

１件につき４０，０００円  

床面積が２，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メート

ル未満  

１件につき１０３，０００

円  

床面積が５，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メー

トル未満  

１件につき１５５，０００

円  

床面積が１０，０００

平 方 メ ー ト ル 以 上

２５，０００平方メー

トル未満  

１件につき１９２，０００

円  

床面積が２５，０００

平方メートル以上  

１件につき２３９，０００

円  

上記

以外

によ

るも

の  

床面積が３００平方メ

ートル以上１，０００

平方メートル未満  

１件につき３３，０００円  

床面積が１，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メート

ル未満  

１件につき４６，０００円  

床面積が２，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メート

ル未満  

１件につき１１０，０００

円  



申請

又は

求め

に対

する

審査  

み焼却

場その

他の処

理施設

の用途

に供す

る建築

物をい

う。以

下この

表にお

いて同

じ。）  

床面積が５，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メー

トル未満  

１件につき１６３，０００

円  

床面積が１０，０００

平 方 メ ー ト ル 以 上

２５，０００平方メー

トル未満  

１件につき２０１，０００

円  

床面積が２５，０００

平方メートル以上  

１件につき２４９，０００

円  

工場等

以外の

建築物  

省令

第１

条第

１項

第１

号ロ

によ

るも

の  

床面積が３００平方メ

ートル以上１，０００

平方メートル未満  

１件につき１２０，０００

円  

床面積が１，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メート

ル未満  

１件につき１５８，０００

円  

床面積が２，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メート

ル未満  

１件につき２５５，０００

円  

床面積が５，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メー

トル未満  

１件につき３３４，０００

円  

床面積が１０，０００

平 方 メ ー ト ル 以 上

２５，０００平方メー

トル未満  

１件につき４０１，０００

円  



床面積が２５，０００

平方メートル以上  

１件につき４７１，０００

円  

上記

以外

によ

るも

の  

床面積が３００平方メ

ートル以上１，０００

平方メートル未満  

１件につき３０８，０００

円  

床面積が１，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

２，０００平方メート

ル未満  

１件につき３９８，０００

円  

床面積が２，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

５，０００平方メート

ル未満  

１件につき５６９，０００

円  

床面積が５，０００平

方 メ ー ト ル 以 上

１０，０００平方メー

トル未満  

１件につき７００，０００

円  

床面積が１０，０００

平 方 メ ー ト ル 以 上

２５，０００平方メー

トル未満  

１件につき８２８，０００

円  

床面積が２５，０００

平方メートル以上  

１件につき９４５，０００

円  

別表第１３摘要１中「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に改め、

同表摘要２中「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条

第２項」を「第３５条第２項」に改め、同表摘要８及び摘要９中「第

２９条第３項各号」を「第３４条第３項各号」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市手数料条例の規定は、この条例の施



行の日以後の申請又は求めに係る審査について適用し、同日前の申請

又は求めに係る審査については、なお従前の例による。  

 



議案第  ８  号  

 

 

   財産の取得について  

 市は、次の財産を取得する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

１  財 産 の 表 示 

（１）種   目  建物  

（２）所   在  流山市鰭ケ崎字背戸谷１６６２番地１  

２  取 得 の 目 的  学校施設の取得  

３  取 得 金 額  ６３８，５００，０００円  

４  取得の相手方  東京都文京区本郷１丁目２６番３号  

          学校法人東洋学園  

          理事長  愛知  太郎  



種類 構造 延床面積（㎡）

校舎・事務所
鉄筋コンクリート・鉄骨造アルミ
ニューム板葺陸屋根４階建

７，６１２．０１

体育館
鉄筋コンクリート・鉄骨造アルミ
ニューム板葺陸屋根３階建

２，９２３．６６

学生会館 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 １，６６４．６６

合計   １２，２００．３３

建 物 目 録

所在

流山市鰭ケ崎字背戸谷
１６６２番地１

参考資料





kasahara2636
Rectangle

kasahara2636
Rectangle

kasahara2636
Typewriter
…議案対象範囲

kasahara2636
Typewriter
＜凡例＞

kasahara2636
Polygon

kasahara2636
Polygon

kasahara2636
Polygon

kasahara2636
Typewriter
１号館

kasahara2636
Typewriter
２号館

kasahara2636
Typewriter
 第２新体育館

kasahara2636
Typewriter
 学生会館

kasahara2636
Polygon



議案第  １０  号  

 

 

   流山市介護福祉士修学資金貸付条例の制定について  

 流山市介護福祉士修学資金貸付条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  介護福祉士の資格を取得して、市内の介護施設等において介

護職員として従事しようとする養成施設又は福祉系高校の在学

者に対し、無利子で修学資金を貸し付け、一定の条件の下でそ

の返済を免除することにより、これらの者の修学を容易にし、

もって市内における介護人材の充足及び介護の質の向上に寄与

するためである。  



   流山市介護福祉士修学資金貸付条例  

 （目的）  

第 1 条  この条例は、養成施設又は福祉系高校に在学する者であって、

将来介護福祉士の資格を取得して、市内の介護施設等において介護職

員として従事しようとするものに対し、予算の範囲内で、養成施設又

は福祉系高校における修学を援助するための資金（以下「修学資金」

という。）を貸し付けることにより、これらの者の修学を容易にし、

もって市内における介護人材の充足及び介護の質の向上に寄与するこ

とを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。  

（１）養成施設  社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０

号。以下「法」という。）第４０条第２項第１号から第３号までに

規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府

県知事の指定した養成施設をいう。  

（２）福祉系高校  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく高

等学校であって法第４０条第２項第４号の規定により文部科学大臣

及び厚生労働大臣が指定したものをいう。  

（３）指定養成施設  市と本事業への協力に関する協定を締結した養成

施設又は福祉系高校をいう。  

（４）介護施設等  介護保険施設その他の介護職員がその業務に従事す

る施設で規則に定めるものをいう。  

（５）正規雇用  次に掲げる事項をその内容に含む労働契約（労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和６０年法律第８８号）第２６条の労働者派遣契約を除く。）

により雇用されている者をいう。  

  ア  雇用する期間の定めのないこと。  

  イ  就業規則で定める所定労働時間を勤務すること。  

 （貸付けの対象者）  

第３条  修学資金の貸付けの対象となる者は、次の各号のいずれにも該

当する者とする。  

（１）指定養成施設に在学する者（市外の指定養成施設に在学する者に



あっては、本市の住民基本台帳に記録されているものに限る。）  

（２）指定養成施設を卒業し、介護福祉士となった後に遅滞なく市内の

介護施設等において正規雇用の介護職員として従事しようとする意

志を有する者  

（３）介護福祉士の養成を目的とする他の貸付け等を受けていない者

（将来市内の介護施設等において介護職員として従事しようとする

ために当該貸付け等を受けている者を除く。）  

 （貸付けの金額及び方法）  

第４条  修学資金は、月額３万円を無利子で貸し付けるものとする。  

２  修学資金は、次条第２項の規定による通知に定められた月から当該

修学資金の貸付けを受けようとする者の在学する指定養成施設の正規

の修学期間が終了する月までの期間（以下「対象期間」という。）を

対象として貸し付けるものとする。  

 （貸付けの申込み及び決定）  

第５条  修学資金の貸付けを受けようとする者（以下「申込者」とい

う。）は、規則の定めるところにより、市長に貸付けの申込みをしな

ければならない。  

２  市長は、前項の貸付けの申込みがあったときは、その内容を審査

し、貸付けの可否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

この場合において、市長は必要に応じ、面接その他適切と認める方法

を用いて選考することができる。  

 （貸付契約の締結等）  

第６条  前条第２項の規定により修学資金の貸付けの決定を受けた者

は、市と当該貸付けに関する契約（以下「貸付契約」という。）を締

結しなければならない。  

２  貸付契約の締結に当たっては、前条第２項の規定により修学資金の

貸付けの決定を受けた者は、規則の定めるところにより、連帯保証人

を立てなければならない。  

（貸付金の返済）  

第７条  修学資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）は、

貸付けを受けた修学資金（以下「貸付金」という。）を返済しなけれ

ばならない。  

２  前項の規定による返済は、次条の規定による免除を受けることがで



きなくなった日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間

（第１２条の規定により貸付けを受けなかった期間を除く。以下「貸

付期間」という。）に相当する期間内に、月賦均等払の方法により行

わなければならない。ただし、借受人が期間を繰り上げて返済すると

きは、市長が別に定める方法により返済することができる。  

 （返済債務の免除）  

第８条  市長は、次に掲げるときは、前条第１項の規定による返済に係

る債務（以下「返済債務」という。）を免除するものとする。  

（１）介護福祉士試験に合格して指定養成施設を卒業した日から、３月

以内において介護福祉士の登録をし、かつ、遅滞なく、市内の介護

施設等における介護職員（正規雇用の場合に限る。以下「市内勤務

介護職員」という。）として継続して従事した場合において、その

継続して従事した期間（休職又は停職その他の一時的に市内勤務介

護 職 員 と し て 従 事 で き な い 期 間 を 除 く 。 以 下 「 在 職 期 間 」 と い

う。）が貸付期間（当該貸付期間が１年に 満たない場合にあって

は、１年とする。以下同じ。）に達したとき。  

（２）介護福祉士試験に合格しないで指定養成施設（福祉系高校を除

く。）を卒業し、当該卒業した日の属する年度の翌年度の４月１日

から市内勤務介護職員として継続して従事した場合において、次の

いずれかの場合に該当したとき。  

  ア  社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成  

１９年法律第１２５号）附則第６条の３の規定による介護福祉士

となる資格をもって介護福祉士の登録を受けた場合  

  イ  アに該当するまでの間に介護福祉士試験に合格して介護福祉士

の登録を受け、かつ、在職期間が貸付期間に達した場合  

（３）介護福祉士試験に合格しないで指定養成施設を卒業し、当該卒業

した日の属する年度の翌年度の４月２日から１年３月以内の間に、

介護福祉士試験に合格して介護福祉士の登録をし、かつ、市内勤務

介護職員として従事を開始し、以降継続して従事した場合におい

て、在職期間（介護福祉士試験に合格するまでの期間を除く。）が

貸付期間に達したとき。  

 （返済債務の減免）  

第９条  市長は、借受人が、死亡又は心身の故障により介護職員として



従事する能力を欠くに至ったことを理由として申請したときは、返済

債務（履行期限が到来していない部分に限る。以下同じ。）を免除す

ることができる。  

２  市内勤務介護職員として従事することができなくなったと認めら

れ、第７条第２項の規定により返済が開始された以後に、借受人（１

年を超えて市内勤務介護職員として継続して従事した者に限る。）が

申請したときは、市長は、当該借受人の在職期間を貸付期間で除して

得た数を返済債務の額に乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の

端数があるときは、当該端数を切り捨てた額）に相当する額を返済債

務の額から減額することができる。  

 （死亡による貸付契約の終了）  

第１０条  貸付契約は、借受人の死亡によって、その効力を失う。  

２  市長は、前項の規定により貸付契約がその効力を失う際、現に貸付

けを受ける期間が残存しているときは、当該期間に係る貸付けを行わ

ないものとする。  

（貸付契約の解除）  

第１１条  市長は、対象期間において、借受人が次の各号のいずれかの

事由に該当することとなったときは、貸付契約を解除するものとす

る。この場合において、市長は、当該事由が生じた日の属する月の翌

月分から修学資金の貸付けを行わないものとする。  

（１）第３条に規定する貸付けの対象となる者の要件を欠くに至ったと

き（本市の住民基本台帳に記録されなくなったことにやむを得ない

事情があると市長が認めるときを除く。）。  

（２）前号に掲げるもののほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見

込みがなくなったと市長が認めるとき（死亡又は心身の故障による

場合を除く。）。  

（貸付けの停止）  

第１２条  市長は、対象期間において、借受人が休学し、又は停学処分

を受けたときは、当該休学又は停学処分（以下「休学等」という。）

の生じた日の属する月の翌月分から当該休学等の消滅した日の属する

月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。  

２  借受人が対象期間中に修学資金の貸付けの停止を希望するときは、

市長にその旨を申し出なければならない。  



３  市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出の日の属

する月の翌月から修学資金の貸付けを停止するものとする。  

 （不正利得の返還等）  

第１３条  市長は、借受人が偽りその他不正な手段により、貸付契約を

締結し、又は修学資金の貸付けを受けたと認められるときは、当該貸

付契約を解除する。  

２  市長は、前項の規定による解除を行う際、現に貸付けを受ける期間

が残存しているときは、当該期間に係る貸付けを停止するものとす

る。  

３  市長は、第１項の規定による解除をしたときは、貸し付けた修学資

金に相当する額の返還を求めることができる。  

 （延滞金）  

第１４条  市長は、借受人が正当な理由なく、貸付金を返済すべき日ま

でに返済しなかったときは、当該返済すべき日の翌日から返済の日ま

での期間の日数に応じ、返済すべき額につき年１４．６パーセント

（当該返済をすべき日の翌日から１月を経過する日までの期間につい

ては、年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する

延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない

理由があると認めるときは、この限りでない。  

 （委任）  

第１５条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （延滞金の割合の特例）  

２  当分の間、第１４条に規定する延滞金の年１４．６パーセント及び

７．３パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金

特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和３２年法律第  

２６号）第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パ

ーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）

が年７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中において

は、年１４．６パーセントの割合にあってはその年における延滞金特



例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算した割合とし、年７．３

パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセン

トの割合を加算した割合（当該加算した割合が年７．３パーセントを

超える場合には、年７．３パーセントの割合）とする。  



議案第  １１  号  

 

 

   流山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  第１号被保険者に係る令和３年度から令和５年度までの介護

保険料の額を定めるほか、健康保険法施行令等の一部を改正す

る政令（令和２年政令第３８１号）の公布による介護保険法施

行令（平成１０年政令第４１２号）の改正に伴い、保険料の算

定に係る合計所得金額の算出方法を改めるためである。  



   流山市介護保険条例の一部を改正する条例  

 流山市介護保険条例（平成１２年流山市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第４条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度

から令和５年度 まで」に改め、 同項第１号中「 ２６，５００円 」を  

「 ２ ８ ， ６ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中 「 ３ ４ ， ８ ０ ０ 円 」 を  

「 ３ ７ ， ５ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ３ 号 中 「 ４ ４ ， ３ ０ ０ 円 」 を  

「 ４ ７ ， ７ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ４ 号 中 「 ５ ３ ， ８ ０ ０ 円 」 を  

「 ５ ７ ， ９ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ５ 号 中 「 ６ ３ ， ３ ０ ０ 円 」 を  

「 ６ ８ ， ２ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ６ 号 中 「 ７ ２ ， ７ ０ ０ 円 」 を  

「７８，４００円」に改め、同号ア中「第３５条の２第１項」の次に「、

第３５条の３第１項」を、「得た額」の次に「とし、当該合計所得金額

が零を下回る場合には、零」を加え、同項第７号中「７９，１００円」

を「８５，２０ ０ 円」に改め、 同項第８号中「 ８２，２００円 」を  

「 ８ ８ ， ６ ０ ０ 円 」 に 改 め 、 同 項 第 ９ 号 中 「 ９ ４ ， ９ ０ ０ 円 」 を  

「１０２，３００円」に改め、同項第１０号中「１０１，２００円」を

「１０９，１００円」に改め、同項第１１号中「１０７，６００円」を

「１１５，９００円」に改め、同項第１２号中「１１３，９００円」を

「１２２，７００円」に改め、同項第１３号中「１２０，２００円」を

「１２９，５００円」に改め、同項第１４号中「１２６，６００円」を

「１３６，４００円」に改め、同項第１５号中「１３２，９００円」を

「１４３，２００円」に改め、同項第１６号中「１３９，２００円」を

「１５０，０００円」に改め、同項第１７号中「１４８，７００円」を

「１６０，２００円」に改め、同項第１８号中「１５８，２００円」を

「１７０，５００円」に改め、同条第２項中「令和２年度における」を

「 令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で の 」 に 、 「 １ ３ ， ９ ０ ０ 円 」 を  

「１５，０００円」に改め、同条第３項中「令和２年度における」を「令

和 ３ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で の 」 に 、 「 １ ３ ， ９ ０ ０ 円 」 を  

「１５，０００円」に、「１８，９００円」を「２０，４００円」に改

め、同条第４項中「令和２年度における」を「令和３年度から令和５年

度 ま で の 」 に 、 「 １ ３ ， ９ ０ ０ 円 」 を 「 １ ５ ， ０ ０ ０ 円 」 に 、  

「４１，１００円」を「４４，３００円」に改める。  

 附則第７条を附則第８条とし、附則第６条を附則第７条とし、附則第



５条の次に次の１条を加える。  

 （令和３年度から令和５年度までの保険料の算定に関する基準の特例） 

第６条  第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法（昭

和４０年法律第３３号）第２８条第１項に規定する給与所得又は同法

第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の

令和３年度における保険料の算定についての第４条第１項（第６号ア、

第７号ア、第８号ア、第９号ア、第１０号ア、第１１号ア、第１２号

ア、第１３号ア、第１４号ア、第１５号ア、第１６号ア及び第１７号

アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６号ア中「租

税特別措置法」とあるのは、「所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第２８条第１項に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定す

る公的年金等に係る所得の合計額については、同法第２８条第２項の

規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の規定によ

って計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額（当該額が

零を下回る場合には、零とする。）によるものとし、租税特別措置法」

とする。  

２  前項の規定は、令和４年度における保険料の算定について準用する。

この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と

読み替えるものとする。  

３  第１項の規定は、令和５年度における保険料の算定について準用す

る。この場合において、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」

と読み替えるものとする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の第４条の規定は、令和３年度から令和５年

度までの年度分の保険料について適用し、令和２年度分までの保険料

については、なお従前の例による。  

 



議案第  １２  号  

 

 

   流山市南流山児童センターの設置及び管理に関する条例の制定に

ついて  

 流山市南流山児童センターの設置及び管理に関する条例を別紙のとお

り制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  公の施設として流山市南流山児童センターを設置し、その管

理及び当該施設において実施する事業について必要な事項を定

め、指定管理者による管理を行わせるためである。  



   流山市南流山児童センターの設置及び管理に関する条例  

 （趣旨）  

第１条  この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第１項の規定により、流山市南流山児童センターの設置及び管

理に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （設置）  

第２条  児童に健全な遊びを提供することにより、その健康を増進し、

情操を豊かにすることを目的として、流山市南流山児童センター（以

下「児童センター」という。）を設置する。  

 （名称及び位置）  

第３条  児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称  位置  

流山市南流山児童センター  流山市流山２５３９番地の１  

 （事業）  

第４条  児童センターは、次に掲げる事業を行う。  

（１）健全な遊びの指導に関すること。  

（２）個別的又は集団的な余暇指導に関すること。  

（３）地域の子ども育成事業活動の指導に関すること。  

（４）体力の増進の指導に関すること。  

（５）その他目的の達成のために必要な事項に関すること。  

２  前項に掲げるもののほか、児童センターは、乳児又は幼児（以下「乳

幼児」という。）を家庭において保育することが一時的に困難となっ

た場合又は保護者の心理的・肉体的負担を軽減する必要が生じた場合

に対応するため、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

３第７項に規定する一時預かり事業（以下「一時預かり」という。）

を行う。  

 （指定管理者による管理）  

第５条  市は、児童センターの設置目的を効果的に達成するため、法人

その他の団体であって市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に、児童センターの管理を行わせるものとする。  

２  前項に規定する指定管理者の指定に係る手続等については、流山市

公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年流

山市条例第２７号）の定めるところによる。  



 （指定管理者が行う業務の範囲）  

第６条  指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。  

（１）児童センターの施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持

管理に関すること。  

（２）第４条に規定する事業に関すること。  

（３）第９条に規定する使用の許可に関すること。  

（４）第１０条に規定する使用の制限に関すること。  

（５）第１１条に規定する使用の禁止及び許可の取消しに関すること。  

（６）第１５条及び第２１条に規定する使用料及び利用料金に関するこ

と。  

 （開館時間及び休館日）  

第７条  児童センターの開館時間は、別表第１に定めるとおりとする。  

２  児童センターの休館日は、次のとおりとする。  

（１）月曜日（学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号）第２９

条第１項の規定により教育委員会が定める夏季における休業日であ

る月曜日（以下「夏季月曜開館日」という。）を除き、夏季月曜開

館日以外の月曜日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号。以下「祝日法」という。）に規定する休日に当たるとき

は、その直後の祝日法に規定する休日でない日）  

（２）１月１日から同月４日まで及び１２月２８日から同月３１日まで  

３  前２項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館

時間及び休館日を変更することができる。  

 （使用者の範囲）  

第８条  施設等（別表第１に定める会議室（以下「会議室」という。）

及び別表第３に定める会議室の附属設備（以下「会議室の附属設備」

という。）を除く。）を使用することができる者は、次に掲げる者と

する。  

（１）市内に住所を有する１８歳未満の者及びその保護者  

（２）児童の健全な育成に関する事業を実施するために使用する者  

（３）前２号に定める者のほか、市長が特に必要と認める者  

２  会議室を使用することができる者は、次に掲げる者とする。  

（１）１８歳未満の者を対象とした支援活動を行う団体で、市に登録し

た団体  



（２）前号に定める者のほか、指定管理者が特に認める者  

３  会議室の附属設備を使用することができる者は、会議室の使用につ

いて次条の規定による許可を受けた者とする。  

 （使用の許可）  

第９条  施設等を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可

を受けなければならない。  

２  前項に規定する許可をする場合において、指定管理者は、施設等の

管理上の必要な条件を付することができる。  

 （使用の制限）  

第１０条  指定管理者は、施設等を使用しようとする者の使用が次の各

号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないもの

とする。  

（１）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。  

（２）児童センターの設置の目的に反するとき。  

（３）施設等を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。  

（４）前３号に掲げるもののほか、施設等の管理上の支障があるとき。  

 （使用の禁止及び許可の取消し）  

第１１条  指定管理者は、第９条の規定による使用の許可を受けた者（以

下「使用者」という。）の使用が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、その全部若しくは一部を禁止し、又はその許可を取り消

すことができる。  

（１）この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反するとき。  

（２）虚偽の申請その他の不正の手段によるとき。  

（３）前２号に掲げるもののほか、施設等の管理上の支障があるとき。  

 （現状変更）  

第１２条  使用者は、施設等の現状を変更しようとするときは、あらか

じめ指定管理者の許可を受けなければならない。  

 （原状回復）  

第１３条  使用者は、施設等の使用を終了したとき（第１１条の規定に

より禁止又は取消しがあったときを含む。）は、直ちに原状に復さな

ければならない。  

２  使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が原

状に復し、その費用を当該使用者から徴収する。  



 （損害賠償）  

第１４条  故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、

これによって生じた損害の賠償をしなければならない。  

 （使用料及び利用料金）  

第１５条  施設等（会議室及び会議室の附属設備（以下「会議室等」と

いう。）を除く。）の使用料は、無料とする。  

２  会議室等を使用する者は、第９条第１項の規定により許可を受けた

使用期日までに別表第２又は別表第３に定める利用料金（以下「会議

室等利用料金」という。）を指定管理者に支払わなければならない。  

３  前項の規定にかかわらず、指定管理者は、国又は地方公共団体その

他これに類する団体に使用を許可する場合には、別に会議室等利用料

金の支払期日を指定することができる。  

４  会議室等利用料金の額は、別表第２及び別表第３に定める額（同表

に定めるところにより算出した額の合計額に１０円未満の端数がある

ときは、当該端数を切り捨てた額）の範囲内で、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定める。  

５  市長は、会議室等利用料金を指定管理者の収入として収受させるも

のとする。  

６  指定管理者は、規則に定める基準に基づき、会議室等利用料金を減

額し、又は免除することができる。  

 （一時預かりの利用者資格）  

第１６条  児童センターにおける一時預かりを利用できる者は、次に掲

げる者とする。  

（１）市内に在住し、又は在勤する生後６か月から小学校就学前までの

集団保育が可能な乳幼児の保育を希望する当該乳幼児の保護者  

（２）前号に定める者のほか、指定管理者が特に認める者  

 （一時預かりの利用の承認）  

第１７条  前条の規定により、一時預かりを利用しようとする者は、指

定管理者に利用の申込みをし、その承認を受けなければならない。  

２  前項に規定する承認をする場合において、指定管理者は、一時預か

りの利用上の必要な条件を付することができる。  

 （一時預かりの利用の不承認）  

第１８条  次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、一時



預かりの利用を承認しない。  

（１）設備その他の理由により、施設に余裕がないとき。  

（２）乳幼児が疾病その他の事由により、集団保育に適さないと認めら

れるとき。  

（３）前２号に掲げるもののほか、一時預かりを実施する上で支障があ

ると認めるとき。  

 （一時預かりの利用の承認の取消し）  

第１９条  次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、一時

預かりの利用の承認を取り消すことができる。  

（１）一時預かりの利用の目的又は条件に違反したとき。  

（２）この条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反したとき。  

（３）前条第２号又は第３号に該当することとなったとき。  

（４）一時預かりの利用の申込みに虚偽があることが判明したとき。  

（５）災害その他の事故により一時預かりの利用ができなくなったとき。 

（６）工事その他の都合により市長が必要と認めるとき。  

 （一時預かりの利用時間）  

第２０条  一時預かりの利用時間は、別表第１に定める児童センター（会

議室を除く。）の開館時間と同様とする。  

 （一時預かりの利用料金）  

第２１条  一時預かりを利用する者は、第１７条の規定により利用の承

認を受けた利用期日までに別表第４に定める利用料金（以下「一時預

かり利用料金」という。）を指定管理者に支払わなければならない。  

２  市長は、一時預かり利用料金を指定管理者の収入として収受させる

ものとする。  

３  指定管理者は、規則に定める基準に基づき、一時預かり利用料金を

減額し、又は免除することができる。  

（施設等の使用及び一時預かりの利用の権利の譲渡等の禁止）  

第２２条  施設等の使用の許可及び一時預かりの利用の承認を受けた者

は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。  

（利用料金の還付）  

第２３条  既に納付した会議室等利用料金及び一時預かり利用料金は、

還付しない。ただし、規則に定める基準に基づき、指定管理者は、そ

の全部又は一部を還付することができる。  



（免責）  

第２４条  この条例に基づく処分によって児童センターの使用者又は一

時預かりの利用者に生じた損害については、市長及び指定管理者は一

切その責めを負わない。  

（委任）  

第２５条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和４年９月１日から施行する。ただし、次項及び附

則第３項の規定は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  指定管理者の指定に係る手続及び指定管理者が児童センターの管理

を行うための準備行為は、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）前においても行うことができる。  

３  施設等の使用又は一時預かりの利用に係る申請、許可その他の行為

は、施行日前においても行うことができる。  

別表第１（第７条関係）  

 児童センターの開館時間  

使用区分  

１月から４月ま

で及び９月から

１２月まで（日

曜日及び祝日法

に規定する休日

を除く。）  

５月から８月ま

で（日曜日、祝

日法に規定する

休日及び夏季月

曜 開 館 日 を 除

く。）  

日曜日、祝日法

に規定する休日

及び夏季月曜開

館日  

児 童 セ ン タ ー

（ 会 議 室 を 除

く。）  

午前９時から午

後５時まで  

午前９時から午

後７時まで  

午前９時から午

後５時まで  

会議室  
午前９時から午

後７時まで  

午前９時から午

後７時まで  

午前９時から午

後５時まで  

別表第２（第１５条関係）  

会議室の利用料金  

会議室の区分  利用料金  



会議室１  １時間ごとに２００円  

会議室２  １時間ごとに１５０円  

会議室１及び会議室２を合わせて

使用する場合  

１時間ごとに３５０円  

備考  

１  会議室２のみを使用する場合は、会議室の附属設備を使用する

ことはできない。  

２  使用時間を超過し、又は繰り上げて使用する場合の利用料金は、

超過又は繰上げの時間３０分ごとに、この表の規定により算出す

る利用料金（この表において「規定利用料金」という。）の１時

間当たりの単価に１００分の５０を乗じて得た額（以下「超過料

金」という。）を使用時間に相当する利用料金に加えた額とする。  

３  営利を目的として使用する場合の利用料金は、規定利用料金（超

過料金を含む。）に１００分の２００を乗じて得た額とする。  

４  市民以外の者が使用する場合の利用料金は、規定利用料金に

１００分の２００を乗じて得た額とする。ただし、前２項の規定

のいずれかに該当する場合は、これらの規定を適用して得た額の

合算額に１００分の２００を乗じて得た額とする。  

別表第３（第１５条関係）  

 会議室の附属設備の利用料金  

附属設備  １回の利用料金  

プロジェクター（スクリーンを含む。）  ３３０円  

ＣＤプレーヤー  ２２０円  

ＢＤレコーダー  ２２０円  

マイクロフォン（１本）  １１０円  

備考  

１  この表において、１回の利用料金とは、会議室を使用している

時間内の利用料金をいう。  

２  会議室２のみを使用する場合は、会議室の附属設備を使用する

ことはできない。  

３  利用料金については、この表に定めるもののほか、別表第２の

備考第３項及び第４項の規定を準用する。この場合において、同



表備考第３項中「規定利用料金（超過料金を含む。）」とあるの

は「この表の規定により算出する利用料金」と、同表備考第４項

中「規定利用料金（超過料金を含む。）」とあるのは「この表の

規定により算出する利用料金」と、「前２項」とあるのは「前項」

と読み替えるものとする。  

別表第４（第２１条関係）  

 一時預かり利用料金  

時間区分  利用料金  

最初の１時間  １，０００円  

以降３０分ごと  ５００円  

備考  指定管理者が特にやむを得ないと認め、一時預かりの利用の承

認を受けた時間を超えて、一時預かりを利用した場合の利用料金

は、当該利用の承認を受けた時間を超えて利用した時間に応じ、

３０分ごとに５００円を当該利用の承認を受けた時間で算出され

た利用料金に加えた額とする。  



議案第  １３  号  

 

 

   流山市教育委員会委員の定数を定める条例の制定について  

 流山市教育委員会委員の定数を定める条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市教育委員会委員の定数を増やし、多様化複雑化した教

育現場に資するためである。  

  



   流山市教育委員会委員の定数を定める条例  

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第３条ただし書の規定に基づき、流山市教育委員会の委員の定数は、

５人とする。  

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  



議案第  １４  号  

 

 

   流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について  

 流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市生涯学習センターの附属設備にプロジェクター及びワ

イヤレスアンプセットを追加し、その料金を定めるためである。 



   流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例  

 流山市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例（平成１７年流

山市条例第３１号）の一部を次のように改正する。  

 別表の２  附属設備利用料金（３）  音楽室の表の次に次のように加

える。  

  （４）  共通  

 品名  単位  区分  利用料金  

 プロジェクター  １台  １回  ２２０円  

 ワイヤレスアンプセット  １台  １回  １１０円  

 別表の２  附属設備利用料金の備考第１項を次のように改める。  

  １  附属設備の利用の回数は、施設利用料金の表に規定する多目的

ホール、体育館、演習室等の施設ごとの１の利用時間の区分での

利用を１回とし、第１ギャラリー、第２ギャラリー又は小ギャラ

リーにおいては、演習室から美術室までの１の利用時間の区分で

の利用を１回とする。ただし、多目的ホール及び体育館における

終日の区分は３回とする。  

 別表の２  附属設備利用料金の備考中第２項を削り、第３項を第２項

とし、第４項を第３項とする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年６月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この条例による改正後の流山市生涯学習センターの設置及び管理に

関する条例に基づくプロジェクター及びワイヤレスアンプセットの利

用について必要な予約等の準備行為は、この条例の施行の日前におい

ても行うことができる。  



議案第  １５  号  

 

 

   流山市柔道場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について  

 流山市柔道場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市北部柔道場建替事業において土地の表示を分筆により

変更したことから、位置の表示を改めるため。  



   流山市柔道場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市柔道場の設置及び管理に関する条例（平成８年流山市条例第  

１３号）の一部を次のように改正する。  

 第３条の表中「流山市青田１０９番地の１」を「流山市青田１０９番

地の３」に改める。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 



議案第  １６  号  

 

 

   流山市立図書館設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定

について  

 流山市立図書館設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  流山市立中央図書館南流山分館を廃止し、新たに流山市立南

流山地域図書館を設置し、その管理を指定管理者に行わせるた

めである。  



   流山市立図書館設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市立図書館設置等に関する条例（昭和５３年流山市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第１項の表に次のように加える。  

流山市立南流山地域図書館  流山市流山２５３９番地の１  

 第２条第２項の表中流山市立中央図書館南流山分館の項を削る。  

 第４条第１項中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。  

（３）流山市立南流山地域図書館  

 別表第１中  

「                 「  

流山市立木の図書館  

流山市立おおたかの森子ど

も図書館  
を  

流山市立木の図書館  

流山市立南流山地域図書館  

流山市立おおたかの森子ど

も図書館  

                」                 」  

に改める。  

 別表第２を次のように改める。  

別表第２（第６条関係）  

区分  平日  

日曜日、祝日法に規

定する休日及び夏季

月曜開館日  

流山市立中央図書館  午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か

ら午後７時まで  

午前９時３０分から

午後５時まで  

流山市立中央図書館分

館  

午前１０時から午後５時まで  

流山市立森の図書館  午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か

ら午後７時まで  

午前９時３０分から

午後５時まで  

流山市立森の図書館会

議施設及び展示施設  

午前９時から午後９時まで  

流山市立木の図書館  午 前 ９ 時 ３ ０ 分 か

ら午後７時まで  

午前９時３０分から

午後５時まで  

流山市立南流山地域図 午 前 ９ 時 か ら 午 後 午前９時から午後５



書館  ７時まで  時まで  

 備考  平日とは、日曜日、祝日法に規定する休日及び夏季月曜開館日

以外の日をいう。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和４年９月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。  

 （準備行為）  

２  この条例による改正後の流山市立図書館設置等に関する条例に基づ

く流山市立南流山地域図書館に係る指定管理者の指定に関する手続及

び指定管理者が流山市立南流山地域図書館の管理を行うための準備行

為については、この条例の施行の日前においても行うことができる。  



議案第  ２１  号  

 

 

   流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

る。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政

令第２７０号）及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令

（令和２年政令第３８１号）の施行による国民健康保険法施行

令（昭和３３年政令第３６２号）の改正に伴い、国民健康保険

料の軽減措置における所得判定基準及び所得割額の算定方法を

改めるためである。  

  



   流山市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 流山市国民健康保険条例（平成３年流山市条例第６号）の一部を次の

ように改正する。  

 第９条第１項中「第３５条の２第１項」を「第３５条の２第１項、第

３５条の３第１項」に改める。  

 第２０条第１項第１号中「地方税法第３１４条の２第２項に掲げる金

額」を「地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主並

びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者（次号

及び第３号において「世帯主等」という。）のうち給与所得を有する者

（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第

１項に規定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額

の控除を受けた者（同条第１項に規定する給与等の収入金額が５５万円

を超える者に限る。）をいう。以下この号において同じ。）の数及び公

的年金等に係る所得を有する者（前年中に地方税法第３１４条の２第１

項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金

額が６０万円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公

的年金等の収入金額が１１０万円を超える者に限る。）をいい、給与所

得を有する者を除く。）の数の合計数（次号及び第３号において「給与

所得者等の数」という。）が２以上の場合にあっては、地方税法第３１４

条の２第２項第１号に定める金額に当該給与所得者等の数から１を減じ

た数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金額）」に改め、同項第２号

及び第３号中「地方税法第３１４条の２第２項に規定する金額」を「地

方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与

所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を加えた金

額）」に改める。  

 附則第６条中「「所得税法第５７条第１項」」を「「所得税法第５７条

第１項」と、「１１０万円」とあるのは、「１２５万円」」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  



 （経過措置）  

２  この条例による改正後の流山市国民健康保険条例の規定は、令和３

年度以後の保険料について適用し、令和２年度分までの保険料につい

ては、なお従前の例による。  

 



議案第  ２２  号  

 

 

   流山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について  

 流山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  墓地の新設又は変更に当たり、該当する全ての住宅等の所有

者から同意書の提出があった場合に、住宅等から墓地までの距

離の要件を緩和するためである。  



   流山市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例  

 流山市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成１３年流山市条例第

１７号）の一部を次のように改正する。  

 第１５条第１項第２号中「並びにこれらの敷地」を削り、「以下同

じ。）」の次に「及びこれらの敷地」を加え、同号に次のただし書を加

える。  

  ただし、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては墓地までの距離

が１００メートル未満、その他の墓地にあっては当該距離が５０メー

トル未満の範囲内に存する全ての住宅等の所有者及び当該住宅等の存

する土地の所有者から同意書が提出された場合は、この限りでない。  

   附  則  

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 



議案第  ２３  号  

 

 

   和解について  

 放射能対策に係る費用の損害賠償請求について、次のとおり和解する。 

  令和３年２月１８日提出  

 

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事件の概要  

  東日本大震災での東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故によ

り、市が平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までに被った

損害について、原子力損害賠償紛争解決センターにあっせんの申立て

を行ったところ、同センターから和解案の提示があった。  

 

２  和解の相手方  

  東京都千代田区内幸町１丁目１番３号  

  東京電力ホールディングス株式会社  

  （旧東京電力株式会社）  

  代表執行役社長  小早川  智明  

 

３  和解の内容  

（１）相手方は、市に対し、損害賠償金として金１４０万円の支払義務

があることを認める。  

（２）市と相手方は、次の点を相互に確認する。  

  ア  本和解に定める金額を超える部分につき、本和解の効力が及ば

ず、市が相手方に対して別途損害賠償請求することを妨げない。 

  イ  本和解に定める金額に係る遅延損害金につき、市は相手方に対

して別途請求しない。  

 

 



提案理由  原子力損害賠償紛争解決センターの和解案に基づき和解する

ためである。  



議案第  ２９  号  

 

 

   流山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について  

 流山市火災予防条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。  

  令和３年２月１８日提出  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等

の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令（平成

１４年総務省令第２４号）の一部改正に伴い、変電設備の規制

の対象となっている全出力５０キロワットを超える電気自動車

等に充電する設備のうち、全出力２００キロワットまでのもの

を急速充電設備として規制するためである。   



   流山市火災予防条例の一部を改正する条例  

 流山市火災予防条例（昭和３７年流山市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

 第８条の３第１項中「第４４条第１０号」を「第４４条第１１号」に

改める。  

 第１１条の２第１項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を加

え、「（以下「自動車」という。）」を削り、「原動機付自転車をいう。」

の次に「第１２号において同じ。）をいう。」を加え、「５０キロワッ

ト」を「２００キロワット」に改め、同項中第１４号を第１８号とし、

第１３号を第１７号とし、第１２号イを次のように改める。  

  イ  異常な高温とならないこと。  

 第１１条の２第１項第１２号に次のように加える。  

  ウ  温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温

を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。  

  エ  制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常

を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。  

 第１１条の２第１項中第１２号を第１６号とし、同号の前に次の３号

を加える。  

（１３）コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための

部分をいう。以下この号において同じ。）について、操作に伴う

不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに

十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。  

（１４）充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、

当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響

を与えない構造とすること並びに充電用ケーブルを冷却するため

に用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、

当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設

備を自動的に停止させる措置を講ずること。  

（１５）複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充

電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器

の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知し

た場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずるこ

と。  



 第１１条の２第１項中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号

までを１号ずつ繰り下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」

を「電気自動車等」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「電

気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第

６号とし、同項第４号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動

車等」に改め、同号を同項第５号とし、同項中第３号を第４号とし、第

２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同項に第１号として次の１号

を加える。  

（１）急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長又は

消防署長が認める延焼を防止するための措置が講じられているもの

を除く。）を屋外に設ける場合にあっては、建築物から３メートル

以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外

壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。  

 第１７条の見出し及び同条中「充てんする」を「充塡する」に改め、

同条第９号中「充てん」を「充塡」に改める。  

 第４４条第１４号中「充てんする」を「充塡する」に改め、同号を同

条第１５号とし、同条第１０号から第１３号までを１号ずつ繰り下げ、

同条第９号の次に次の１号を加える。  

（１０）急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこ

の条例による改正後の第１１条の２第１項に規定する急速充電設備に

係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の

例による。  

 



報告第  １  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和３年２月１８日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  公用車の事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について専

決処分したので、報告するためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１１月３０日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  流山市立向小金小学校の職員が公務のため公用

車（市が賃借している自動車）を公用車駐車場

の所定の駐車位置に駐車しようとした際、駐車

場の柱に接触したことによる当該公用車の物損

事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年１０月１６日  

３  発 生 場 所  流山市平和台２丁目１番地の２  

（流山市役所公用車専用駐車場内）  

４  相 手 方  千葉県千葉市中央区登戸２丁目２番７号  

           株式会社トヨタレンタリース新千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１１月３０日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ５３，８１２円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１１月３０日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  土木部道路建設課の職員が市道上において、車

両の方向転換を行うため、公用車（市が賃借し

ている自動車）を後退させた際、塀に車両後方

左側を接触させたことによる当該公用車の物損

事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年１１月２日  

３  発 生 場 所  流山市向小金２丁目５４４番５６地先  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

           株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１１月３０日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ４４，０００円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１２月１日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  学校教育部指導課の職員が、市内パトロールを

行うため、公用車（市が賃借している自動車）

を運転中、左折する際に車体左後方部分と、民

地ポールを接触させたことによる当該公用車の

物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年９月１７日  

３  発 生 場 所  流山市東深井８４番１６地先  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

           株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１２月１日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２４７，１１５円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１２月８日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部社会福祉課の職員が公用車（市が賃

借している自動車）を公用車駐車場に駐車しよ

うとした際、駐車していた別の公用車（市が賃

借している自動車）と接触したことにより運転

中の当該車両が被害を受けた物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年７月１６日  

３  発 生 場 所  流山市平和台２丁目１番地の２  

           （流山市役所公用車専用駐車場内）  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

           株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１２月８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １１５，２６９円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１２月８日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  健康福祉部社会福祉課の職員が公用車（市が賃

借している自動車）を公用車駐車場に駐車しよ

うとした際、駐車していた別の公用車（市が賃

借している自動車）と接触したことにより駐車

中の当該車両が被害を受けた物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年７月１６日  

３  発 生 場 所  流山市平和台２丁目１番地の２  

           （流山市役所公用車専用駐車場内）  

４  相 手 方  千葉県千葉市美浜区新港５７番地  

           株式会社トヨタレンタリース千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１２月８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ５７，５４１円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１２月２５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  総合政策部企画政策課の職員が公務のため、公

用車を運転し、狭あいな道路に進入するために

右折を試みたところ、人家の塀に接触したこと

による相手方の人家の塀の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年８月１９日  

３  発 生 場 所  相手方住所地  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１２月２５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ３１６，８００円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１２月２５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  総合政策部マーケティング課の職員が、公務の

ため公用車（市が賃借している自動車）を市役

所公用車立体駐車場の所定の駐車位置から発進

しようとした際に、柱に備え付けてある消火器

に接触したことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年１１月１７日  

３  発 生 場 所  流山市平和台２丁目１番地の２  

           （流山市役所公用車専用駐車場内）  

４  相 手 方  千葉県千葉市中央区登戸２丁目２番７号  

           株式会社トヨタレンタリース新千葉  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１２月２５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ９８，８０２円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和３年１月１９日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  子ども家庭部保育課の職員が用務を終え、流山

郵便局の駐車場から公用車を出庫しようとした

際、隣に駐車していた相手方車両に公用車左側

前方部を接触させたことによる人身及び物損事

故  

２  発 生 年 月 日  令和２年１１月２４日  

３  発 生 場 所  流山市西初石４丁目１４２３番地の１  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和３年１月１９日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １８４，６１８円  

 



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和３年１月２０日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  生涯学習部図書館の職員が用務のため、中央図

書館公用車駐車場に駐車してあった公用車（市

が賃借している自動車）を移動させたところ、

中央図書館敷地内に設置してある歩行者用手す

りに接触したことによる当該公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年１０月２８日  

３  発 生 場 所  流山市加一丁目１２２５番地の６  

           （流山市立中央図書館敷地内）  

４  相 手 方  東京都港区西新橋一丁目３番１号  

           日立キャピタルオートリース株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和３年１月２０日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ６８，２６６円  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和３年１月２５日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  財政部資産税課の職員が、公務のため、公用車

（市が賃借している自動車）を運転し、車を後

退したところ、電柱に接触したことによる当該

公用車の物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年１２月２１日  

３  発 生 場 所  流山市鰭ケ崎１４２３番１１地先  

４  相 手 方  東京都港区西新橋一丁目３番１号  

           日立キャピタルオートリース株式会社  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和３年１月２５日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  ２５，４７６円  

 



報告第  ２  号  

 

 

   専決処分の報告について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。  

  令和３年２月１８日報告  

流山市長   井  崎  義  治    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告理由  市が管理する道路上で発生した人身及び物損事故に係る和解

及び損害賠償の額の決定について専決処分したので、報告する

ためである。  



専  決  処  分  書  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

る専決処分事項の指定について（昭和５４年流山市議会議決）の１及び

２の規定により、次のとおり専決処分する。  

  令和２年１２月８日  

流山市長   井  崎  義  治    

 

記  

 

１  事 件 名  土木部道路管理課の職員が市の管理する道路で

刈草の積み込み作業をしていたところ、自転車

で走行していた相手方と接触し、転倒させたこ

とによる人身及び物損事故  

２  発 生 年 月 日  令和２年１１月６日  

３  発 生 場 所  流山市おおたかの森東四丁目１番１地先  

           （市道１１４号線）  

４  相 手 方  流山市在住者  

５  解 決 方 法  和解による。  

６  和解成立年月日  令和２年１２月８日  

７  和 解 の 要 旨  相手方の損害額の全額を市が負担する。  

８  損 害 賠 償 額  １３，９４４円  

 


